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10.12面談時の指摘事項に対する回答
～バックエンド研究施設（BECKY）～



【10.12面談時の指摘事項】
「標準試料等が適切に保管されていることを定期的に確認す
る必要性」についての指摘を受けた対応について

【対応方針】

セル、グローブボックス等において標準試料等を
一定期間保管するときの点検について、保安規定
に追記する。

【保安規定への追記案】
16条の４（セル、グローブボックス等で一定期間保管する標準試料等の管理）
ＢＥＣＫＹ技術課長は、セル、グローブボックス等で一定期間保管する標準試料等

の保管状態について、定期的に点検しなければならない。


